
広報�2010年8月�

　　　�
高瀬町総合体育館�
午後9時30分～�
・開票所内における掲示板への掲示�
・市ホームページへの掲載（随時更新）�
・開票所内速報用電話　☎72－1529�
※投票日の午前9時30分以降は、この電話番号で投票状況もお知らせしています。�

　任期満了（平成22年9月4日）に伴う、香川県知事選挙は、8月12日（木）に告示され、�
8月29日（日）に投票が行われます。�
　今回の選挙は、県政を託す私たちの代表者を選ぶ大切な選挙です。候補者の�
主義・主張を確認のうえ、投票しましょう。�

三豊市選挙管理委員会事務局（総務課内）　☎73－3000

▲
� 問い合わせ�

日 時�

場 所�

速 報�

8月12日（木）から各世帯に発送予定�
入場券がなくても選挙人名簿と照合して本人確認ができれば投票できます。�

香川県内の前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、所定の証明書を持参して�
前住所地で投票ができます。�
証明書は、県内いずれの市町にも交付申請することができます。�

● 市役所西館第3会議室�

　�

● 山本庁舎1階市民ギャラリー�
● 三野町社会福祉センター2階ボランティア活動会議室�
● 豊中町保健センター3階セミナールーム�
● 詫間福祉センター1階第1会議室�
● 仁尾庁舎2階会議室つたじま�
● 財田庁舎1階応接室�

　�
※選挙権のある人は、上記のいずれの期日前投票所でも投票できます。�
�



広報�2010年8月� 広報� 2010年8月�

　問い合わせ　水処理課　☎72ー5667

　問い合わせ　デジサポ香川　☎　087ー883ー5521

　問い合わせ　環境衛生課　☎   73ー3007

みんなでつくろう「美しいまち三豊」�

▲伊予見峠クリーン作戦（山本）�

▲父母ヶ浜海浜清掃（仁尾）� ▲伊砂子・船越地区海浜清掃（詫間）�

▲不法投棄監視パトロール�

新しく浄化槽の維持管理補助制度が始まりました�

　市は生活排水すべてを処理することができる合併処理浄化槽の適正な維持管理を推進
するため、8月から新しく「合併処理浄化槽維持管理費補助金事業」をスタートしました。�

市民ボランティアは大きな力�

　不法投棄のパトロールや撤去、地区衛生活動、道

路や海岸の清掃など、多くの市民ボランティアによ

る活動が行われています。しかし、一部の心無い不

法投棄はまだまだ現実に起こっており、これらの不

法投棄は、市民の皆さんの貴重な休日を返上して

のボランティア活動によって処理されています。�

ルールを守って�

　ちょっとしたことで不法投棄は防げます。ルールに従えば必ずごみは処理できます。
めんどうくさいという理由から、安易に不法投棄されることが多いようです。�
　ルールに従ったごみの処理は少し手間がかかるかもしれませんが、その後はすが
すがしい気持ちになれます。�
　このすがすがしい気持ちがまちの中にあふれれば、心豊かな三豊市になるはずです。�
　ルールを守って不法投棄のない、心豊かで美しい三豊市をつくりましょう。�

地デジ相談会を開催�

　総務省による地デジ個別相談会、説明会を山本・豊中・財田地区で開催します。�

　地デジを見られるようにするにはいくらかかるの？　今のアナログテレビをその

まま使って見るにはどうすればいいの？　アンテナは交換しなければならないの？

など、地デジの準備に必要な情報を専門の担当者が丁寧に説明します。参加は無

料で機器や販売の契約などは一切行いませんので、ぜひご参加ください。�

　市内の専用住宅に設置された合併処理浄化槽（処理対象人員20人槽以下）の維持
管理（保守点検・清掃・法定検査）を行った人。�
※平成22年4月1日から維持管理を行った人が対象になります。�

20,000円�

①補助金交付申請書（水処理課・環境衛生課・各支所にあります）�
②保守点検、清掃及び法定検査の領収書の写し（支払済の写し）�
③法定検査の検査結果書の写し（「不適正」でないもの）�

水処理課・環境衛生課・各支所�

昨年行っていた法定検査負担金は、維持管理費補助金に一本化しました。�

地　デ　ジ　個　別　相　談　会�

場　　所�

月　　日�

時　　間�

　�

場　　所�

月　　日�

開始時間�

10 : 0 0～16 : 0 0

8月9日（月）～13日（金）�

豊中支所�

※高瀬・詫間・仁尾・三野地区は12月に開催予定�

8月23日（月）～27日（金）�

財田支所�

8月2日（月）～6日（金）�

山本支所�

14 : 0 0～�

8月13日（金）�

豊中町保健センター�

8月27日（金）�

財田町公民館�

8月5日（木）�

山本支所�

地　デ　ジ　説　明　会�

　�
　市は引き続き、生活排水による水質汚濁防止を図るため、合併処理浄化槽設置費用
（既存の単独処理浄化槽撤去費用）の補助金制度により、合併処理浄化槽の設置を推
進しています。詳しくは、水処理課までお問い合わせください。�

対 象 者 �

補助金額�

必要書類�

提 出 先 �

変更事項�

　美しいまち、住みやすいまちは、まちづくりの大きな目標です。
暮らしが豊かになっても、まちにごみが目立ったのでは、そのま
ちの品格が問われます。�
　三豊市は、山、川、田、畑、海といった豊かな自然が宝です。この
自然は、今住んでいる私たちだけのものではありません。永く将
来に、子どもや孫たちへと守り伝えていかなければなりません。�
　ごみのない「美しいまち三豊」「住みやすいまち三豊」は、
市民と行政がそれぞれ役割を分担しながら、力を合わせて取り組まなければ実現しない課題です。�


